
年
金
相
談
日
の
お
知
ら
せ

　

７
月
の
年
金
相
談
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

日
時　

７
月
13
日
㈮
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所　

千
寿
苑

申
込　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　
（
☎
０
９
６

－

３
６
７

－

２
５
０
３
）

　
【
音
声
案
内
①
↓
②
を
押
し
、
山
都
町
年
金

相
談
予
約
と
お
申
し
出
く
だ
さ
い
】

問
合　

健
康
ほ
け
ん
課　

☎
72

－

１
２
９
５

無
料
登
記
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

　

熊
本
地
方
法
務
局
に
よ
る
無
料
の
登
記
相

談
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

　

土
地
・
建
物
等
の
売
買
、
贈
与
、
相
続
等

の
登
記
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て
熊
本
地
方

法
務
局
職
員
が
対
応
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

日
時　

７
月
12
日
㈭

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
ま
で
（
た
だ
し
、

正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
は
除
き
ま
す
。）

場
所　

御
船
町
役
場  

分
庁
舎
２
階
小
会
議
室

問
合　

熊
本
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部
門

　
（
☎
０
９
６

－

３
６
４

－

２
１
４
５
）

　
【
音
声
案
内
②
↓
①
↓
②
を
押
し
、
御
船
町

相
談
予
約
と
お
申
し
出
く
だ
さ
い
】

　

総
務
課　

☎
72

－

１
１
１
１

九
州
一
斉
！
相
続
登
記
相
談

会
＆
相
続
セ
ミ
ナ
ー
開
催
！

　
「
事
前
に
知
っ
て
い
れ
ば
…
」
ま
さ
か
の
と

き
に
備
え
ら
れ
る
よ
う
、
相
続
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
す
。
相
続
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に
は
、

熊
本
地
方
法
務
局
職
員
並
び
に
司
法
書
士
に

よ
る
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
い
ず
れ

も
予
約
不
要
・
参
加
費
無
料
で
す
。

開
催
日　

７
月
８
日
㈰

時
間　相

続
セ
ミ
ナ
ー　

午
後
１
時
〜
１
時
50
分

無
料
相
談
会　
　

午
後
２
時
〜
午
後
４
時

場
所　熊

本
県
司
法
書
士
会
館
２
階

熊
本
市
中
央
区
大
江
４
丁
目
４

－

34

御
船
町
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

問
合　

熊
本
地
方
法
務
局

　

☎
０
９
６

－

３
６
４

－

２
１
４
５

平
成
30
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

　

次
の
と
お
り
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

▼
試
験
の
日
時
及
び
場
所

日
時　

８
月
７
日
㈫
午
前
10
時
〜
正
午

場
所　

東
海
大
学
付
属
熊
本
星
翔
高
等
学
校

（
熊
本
市
東
区
渡
鹿
９
丁
目
１
番
１
号
）

受
験
者
用
の
駐
車
場
は
無
い
の
で
、
試
験
当

日
は
公
共
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
こ
と
。

▼
試
験
の
種
類

　

試
験
は
、
次
の
種
類
に
分
け
て
実
施
し
、

受
験
者
は
、
そ
の
う
ち
一
種
類
を
選
択
す

る
も
の
と
す
る
。

（
一
）
一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

（
二
）
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

（
三
）
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

▼
受
験
資
格

　

特
に
制
限
は
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
は
、
毒
物
劇
物
取
扱
責
任
者
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

ア
、
18
歳
未
満
者

イ
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
毒
物
劇
物

取
扱
責
任
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当

た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎

通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

ウ
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤

の
中
毒
者

エ
、
毒
物
若
し
く
は
劇
物
又
は
薬
事
に
関
す

る
罪
を
犯
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

▼
受
験
願
書
受
付
期
間

６
月
４
日
㈪
〜
６
月
15
日
㈮

（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
６
月
４

日
㈪
か
ら
６
月
15
日
㈮
ま
で
の
間
の
消
印

が
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

▼
受
験
願
書
請
求
お
よ
び
提
出
先

熊
本
県
健
康
福
祉
部
健
康
局
薬
務
衛
生
課

ま
た
は
熊
本
県
各
広
域
本
部
・
各
地
域
振

興
局
保
健
福
祉
環
境
部
衛
生
環
境
課
（
保

健
所
衛
生
環
境
課
）

（
※
受
験
願
書
は
熊
本
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

問
合　

　

熊
本
県
健
康
福
祉
部
健
康
局
薬
務
衛
生
課

☎
０
９
６

－

３
３
３

－

２
２
４
２

ギ
ャ
ラ
リ
ー
喫
茶
ル
・
ポ
ン
か
ら

６
月
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
ご
案
内

　

６
月
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、「
夢
の
扉
」
を
展

示
し
ま
す
。
山
都
町
在
住
の
松
村
礼
子
さ
ん

に
よ
る
水
彩
・
パ
ス
テ
ル
・
色
鉛
筆
等
を

使
っ
た
イ
ラ
ス
ト
画
約
15
点
〜
20
点
を
展
示

し
ま
す
。

期
間　

６
月
１
日
㈮
〜
６
月
29
日
㈮

問
合　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
喫
茶　

ル
・
ポ
ン

☎
72

－

１
０
５
４

教
科
書
展
示
会
を
開
催
し
ま
す
！

　

教
科
書
展
示
会
の
目
的
は
、
教
育
関
係
者
は

も
ち
ろ
ん
、
広
く
一
般
の
み
な
さ
ま
に
も
、
学

校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
に
対
し
て
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
か
ら
全
面
実
施
と
な
っ

た
「
特
別
な
教
科 

道
徳
」
の
教
科
化
に
伴
い
、

小
学
校
道
徳
見
本
教
科
書
も
展
示
し
ま
す
の

で
、
多
く
の
町
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

会
場　

矢
部
小
学
校
・
清
和
山
村
基
幹
集
落

セ
ン
タ
ー
・
役
場
蘇
陽
支
所

日
時　

６
月
15
日
㈮
〜
６
月
28
日
㈭

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
40
分
※
土
日
除
く

展
示
教
科
書　

平
成
31
年
度
小
・
中
学
校
用

問
合　

学
校
教
育
課　

☎
72

－

０
４
４
３

おしらせ版お子様、お孫様を広報やまとで紹介してみませんか？
　広報やまとでは、山都町にお住まいの方のお子様、お孫様（６歳までの未就学児）の写真を募集します！
誕生月や七五三など節目の月に、広報誌に写真とメッセージを掲載しませんか！？

  応募方法
　掲載を希望される写真を、末尾提出先まで郵送・持参していただくか、メールにて送付してください。

１．郵送・持参される場合
⑴　写真の裏面に、右の「記載事項」を記載してください。
⑵　送付いただいた写真については返却いたしません。あら
かじめご了承ください。

２．メールで送付される場合
⑴　画像データのタイトルをお子様の氏名にしてください。
⑵　メールの本文に右の「記載事項」を記載してください。
⑶　画像データは３MB以下としてください。
⑷　メール受信の確認メールが送信後平日３日以内に届かな
い場合は、末尾問合せ先まで、確認のお電話をお願いし
ます。
（原則メール受信後、平日 3日以内に企画政策課より確
認のメールを送ります。）

３．応募締切
　　掲載を希望される前月の 25日
　　（例：８月号に掲載希望の場合 → ７月 25日）

４．注意事項
⑴　誌面には、氏名・ふりがな・年齢・行政区・ひとことメッセージを掲載します。
⑵　誌面の都合上や、応募数が多く、その月に掲載できなかったお子様については、翌月以降の掲載
または抽選とします。

⑶　インターネット上の広報誌にも掲載します。被写体の肖像権侵害などの責任は一切負いかねます。
⑷　写真・画像は、一人で写っているものをご提出ください。
⑸　写真・画像の解像度が低いものや、顔の一部が切れている写真等については、写真の差替えをお
願いする場合がありますので、ご了承ください。

⑹　お孫様の写真を応募する場合は必ず保護者の承諾を事前に得てください。
⑺　同月にご応募いただける写真は、お子様一人につき１枚です。なお、掲載月から 12ヶ月が経過
するまで次の応募は出来ません。また、応募後の辞退はできません。

⑻　募集に伴い取得した個人情報は、取得目的の範囲内で利用し、目的以外で利用する場合は、利用
者に対し事前に確認または同意を求めます。

５．写真の例

　問合せ・申込み先
　山都町役場　企画政策課　情報係　☎ 0967-72-1214
　メール：kikaku@town.kumamoto-yamato.lg.jp　〒 861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町６番地

記 載 事 項

⑴　お子様の氏名・ふりがな
⑵　生年月日
⑶　性別
⑷　保護者氏名
⑸　日中連絡がつく電話番号
⑹　住所
（※行政区を表示するため、
お子さまが町外在住の場合
は、町内在住の方の住所およ
び氏名も記載してください。）

⑺　ひとことメッセージ
　　（10字以内）

○良い例
顔全体が大
きく写って
いる

○良くない例
・顔の一部が切れている
・顔のサイズが写真の半分
以下で小さく写っている
・１枚に複数人写っている
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